
法人会
平成２6年度税制改正に関するアンケート

（簡易版）

税に関する絵はがきコンクール
優秀作品

※学年は、平成24年度当時のものです。

問1 法人税／法人税率のさらなる引き下げ
23年度改正で実効税率が5％引き下げられましたが（2015年ま
では復興特別法人税が上乗せ）、法人税率のさらなる見直しについ
てどのように考えますか。以下より１つ選んでください。

問2 法人税／法人実効税率のさらなる引き下げを
求める場合の税財源

日本の法人実効税率をさらに引き下げる場合、その減税財源の確保
策についてどのように考えますか。以下より１つ選んでください。

④その他／158名（2.1%）

③どちらとも言えない
　／2,236名
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合計／7,538名

合計／7,427名

①税率をさらに引き下げる
　／3,364名

②減税財源確保の困難などから、
　さらなる税率引き下げは見送る／1,810名
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問4 相続税・贈与税／さらなる事業承継税制の見直し
今改正では現行の納税猶予制度の使い勝手を高めるような見直し
が行われましたが、今後のさらなる見直し余地についてどのように考
えますか。以下より１つ選んでください。

問5 消費税／軽減税率の導入
25年度改正では、消費税率を8％に引き上げた際の低所得者対策
として簡素な給付措置を実施し、10％への引き上げに際しては軽減
税率の導入を目指すこととされました。軽減税率の導入についてど
のように考えますか。以下より１つ選んでください。
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①消費税率10％引き上げ時に
　軽減税率を導入すべき／3,355名

②納税猶予制度のさらなる
　適用要件の緩和を求めるべき
　1,670名

④納税猶予制度ではなく、
　欧州主要国のような
　本格的な事業承継税制の
　構築を求めるべき／1,363名

③当面は今改正による
　利用状況を注視すべき／1,743名

②消費税率10％引き上げ時に
　軽減税率ではなく、給付付き
　税額控除を導入すべき
　917名

③消費税率10％までは
　単一税率を維持し、
　低所得者には簡素な給付措置
　で対応すべき／1,891名

④わからない／
　1,046名

⑤その他／329名

⑤わからない／2,190名

⑥その他／149名（2.0%）

⑤その他
　／861名

①今回の改正で事業承継税制は
　十分である／312名（4.2%）
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②法人税率の引き下げを含めた成長戦略により税収は増加す
るため、さらなる税率引き下げに対する短期的な税収財源
（税収規模の中立性）にはこだわる必要はない／1,488名

③地方法人税の引き下げにより法人実効税率の引き下げを図
るべき。減税分の財源措置は別途検討する。／1,018名

①法人税率の引き下げに伴う法人税収の減少は他の税目
を含めた税収全体のなかでカバーすべき／2,337名

④法人実効税率の引き下げに際しては、租税特別措置を整理・統合・
廃止するなどの課税ベース拡大により、極力、税収中立を図るべ
き／1,604名

問3 相続税・贈与税／事業承継税制における
適用要件の改正

納税猶予制度については、制度適用要件、手続き等の大幅見直しがされました。もっとも評価する改正内容を以下より２つ選んでください。

合計／10,488名

⑦わからない／3,571名

⑧その他／487名

④事前の経済産業大臣の確認が廃止された。
　729名

34.0％

10.3％

15.4％

12.4％9.1％
7.0％

7.2％
4.6％

③贈与税の納税猶予制度で先代経営者の役員退
任要件が代表者の退任要件（有給役員として
残留可）に緩和された。／1,613名

⑤制度対象は先代経営者の親族に限定されていた
が、親族外も対象となった。／1,305名

②適用要件を満たさなくなった場合の猶予打ち
切りに際し、利子税の負担が軽減された。　
750名⑥先代経営者の個人債務・葬式費用は株式から

控除されていたが、これを先代経営者の個人
債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控
除するよう改正された。／957名

①雇用確保要件が「５年間の間、毎年８割以上」から「５年間平均で
８割」に緩和された。／1,076名

最
優
秀
賞

県
連
女
性
連
協
会
長
賞

優
秀
賞

－7－ －8－


